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■注意情報■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
 
■ 点検商法に対する警戒について 

 
 「長期使用製品安全点検制度」が 4 月から開始されたところですが、この制度

を悪用し、「国から要請があった」とかたって経済産業省が作成した赤いチラシ

を持って訪れ、点検業者を装って不正に点検料（場合によっては機械、工事費）

を巻き上げようとする、いわゆる「点検商法」を行う悪徳業者が現れたとの情報

が中国経済産業局からありました。 

 このような業者による不正な点検は、不当な点検料請求による被害のみならず、

悪徳業者、すなわち十分な知識や技能のない者に機械を触らせ、工事を行わせる

ことは、かえって製品による死亡、火災事故の発生にもつながりかねません。つ

いてはこのような点検を口実に訪れる見知らない事業者に注意するよう高齢者等

に呼びかけていただくようお願いします。 

 なお、「長期使用製品安全点検制度」は、4 月から購入した対象製品について

登録が開始されたものであり、登録者に対し点検前に通知が送付されます。  
新しく購入した製品を直ぐに点検する必要はまず考えられないことから、これ

ら製品の点検を口実に事前に連絡なく訪れる事業者については、不自然であると

考えて差し支えないと思われます。  
  

                                                       

     

   

 

 

 

 

 

 

 

○会員の皆様へ○============================================== 

※ 消費生活トラブル情報に関する照会等は、必ず電話でお願いします。  
事務局：山口県消費生活センター企画啓発班  
TEL：０８３－９２４－２４２１  FAX：０８３－９２３－３４０７  
メールアドレス：yka-net@pref.yamaguchi.lg.jp 
ＨＰ：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12100/syo-center/yka-net.html 

                                                     



 

  


